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○社会資本整備総合交付金交付申請等要領（平成２３年３月１１日付け国官会第２３７９号） 新旧対照表 

改正案 現行 

社会資本整備総合交付金交付申請等要領 

 

平成２３年 ３月１１日 制  定 

                                        令和 ５年 ９月２２日 最終改正 

 

第６章 その他 

第１１ 電磁的記録による提出 （略） 

第１２ 地域公共交通再構築事業の取扱い 

      交付要綱本編第６第１号イ⑰に規定する地域公共交通再構築事業に係る交

付申請等については、本通知中「地方整備局長等」とあるのは「地方運輸局長等

（地方運輸局長又は沖縄総合事務局長をいう。）」と読み替えるものとする。この

場合においては、第４章第９の規定は、適用しない。 

 

第１３ 雑則 

１～３ （略） 

 

 

  附 則（令和３年３月３０日付け国官会第２８９５８号） 

１ 施行期日 

  この通知は、令和３年４月１日から施行する。 

 

  附 則（令和５年９月２２日付け国官会第１６０２８号） 

１ 施行期日 

  この通知は、令和５年１０月１日から施行する。 

 

 

 

社会資本整備総合交付金交付申請等要領 

 

平成２３年 ３月１１日 制  定 

                                        令和 ３年 ３月３０日 最終改正 

 

第６章 その他 

第１１ 電磁的記録による提出 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

第１２ 雑則 

１～３ （略） 

 

 

  附 則（令和３年３月３０日付け国官会第２８９５８号） 

１ 施行期日 

  この通知は、令和３年４月１日から施行する。 

 

（新設） 
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○社会資本整備総合交付金に係る計画等について（平成２２年３月２６日付け国官会第２３１８号） 新旧対照表 

改正案 現行 

記 
 

第１～第４ （略） 

 

第５ 地域公共交通再構築事業の取扱い 

 

    交付要綱本編第６第１号イ⑰に規定する地域公共交通再構築事業に係る計画

等については、本通知中「地方整備局等」とあるのは「地方運輸局等（沖縄県の区

域にあっては沖縄総合事務局運輸部、その他の区域にあっては各地方運輸局交通

政策部をいう。）」と読み替えるものとする。 

 

第６ 雑則 

１～３ （略） 

 

  附 則（令和３年３月３０日付け国官会第２８９５６号） 

１ 施行期日 

  この通知は、令和３年４月１日から施行する。 

 

  附 則（令和５年９月２２日付け国官会第１６０２９号） 

１ 施行期日 

  この通知は、令和５年１０月１日から施行する。 

 

 

 

記 
 

第１～第４ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第５ 雑則 

１～３ （略） 

 

  附 則（令和３年３月３０日付け国官会第２８９５６号） 

１ 施行期日 

  この通知は、令和３年４月１日から施行する。 

 

（新設） 
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○社会資本整備総合交付金事業の実績報告書、残存物件等の取扱い、額の確定及び財産処分承認基準等要領（平成２４年３月３０日付け国官会第３２９９号）  

新旧対照表 

改正案 現行 

社会資本整備総合交付金事業の実績報告書、残存物件等の取扱い、額の確定及び

財産処分承認基準等要領 

 

 

目次 

第１章 通則（第１） 

 第２章 実績報告書（第２―第８） 

 第３章 残存物件等の取扱い（第９―第１７） 

 第４章 額の確定の取扱い（第１８―第２３） 

 第５章 財産処分承認基準等（第２４―第２８） 

 第６章 その他（第２９―第３０） 

 附則 

 

第１章～第５章 （略） 

 

第６章 その他 

第２９ 電磁的記録による提出 （略） 

第３０ 地域公共交通再構築事業の取扱い 

   交付要綱本編第６第１号イ⑰に規定する地域公共交通再構築事業に係る実績報

告書、残存物件等の取扱い、額の確定の取扱い及び財産処分の取扱いについては、

本通知中「地方整備局長等」とあるのは「地方運輸局長等（地方運輸局長及び沖縄

総合事務局長をいう。）」と読み替えるものとする。 

 

  附 則（令和５年８月２９日付け国官会第１５４９１号） 

    （施行期日） 

  １ この要領は、令和５年９月１日から施行する。 

 

  附 則（令和５年９月２２日付け国官会第１６０３０号） 

    （施行期日） 

  １ この要領は、令和５年１０月１日から施行する。 

 

 

社会資本整備総合交付金事業の実績報告書、残存物件等の取扱い、額の確定及び

財産処分承認基準等要領 

 

 

目次 

第１章 通則（第１） 

 第２章 実績報告書（第２―第８） 

 第３章 残存物件等の取扱い（第９―第１７） 

 第４章 額の確定の取扱い（第１８―第２３） 

 第５章 財産処分承認基準等（第２４―第２８） 

 第６章 電磁的記録による提出 （第２９） 

 附則 

 

第１章～第５章 （略） 

 

第６章 電磁的記録による提出 

第２９ 電磁的記録による提出 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

  附 則（令和５年８月２９日付け国官会第１５４９１号） 

    （施行期日） 

  １ この要領は、令和５年９月１日から施行する。 

 

（新設） 
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○社会資本整備総合交付金の計画別流用について（平成２３年３月３１日付け国官会第２５３４号国土交通事務次官通知） 新旧対照表 

改正案 現行 

記 

 

１～７ （略） 

８ 交付要綱本編第６第１号イ⑰に規定する地域公共交通再構築事業に係る計画

別流用については、本通知中「地方整備局長等」とあるのは「地方運輸局長等（地

方運輸局長及び沖縄総合事務局長をいう。）」と読み替えるものとする。 

 

  附 則（令和３年３月３０日付け国官会第２８９６０号） 

１ 施行期日 

  この通知は、令和３年４月１日から施行する。 

 

  附 則（令和５年９月２２日付け国官会第１６０３１号） 

１ 施行期日 

  この通知は、令和５年１０月１日から施行する。 

 

 

 

記 
 

１～７ （略） 

（新設） 

 

 

 

  附 則（令和３年３月３０日付け国官会第２８９６０号） 

１ 施行期日 

  この通知は、令和３年４月１日から施行する。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 


